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【手続補正書】
【提出日】平成27年4月2日(2015.4.2)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　下地絶縁膜上方の酸化物半導体層と、
　前記酸化物半導体層上方のソース電極と、
　前記酸化物半導体層上方のドレイン電極と、
　前記酸化物半導体層上方のゲート絶縁膜と、
　前記ゲート絶縁膜上方のゲート電極層と、
　前記ゲート絶縁膜上方及び前記ゲート電極層上方の酸化アルミニウム膜と、を有し、
　前記酸化アルミニウム膜は、膜厚が５０ｎｍを超えて５００ｎｍ以下である領域を有す
る半導体装置の作製方法であって、
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　前記酸化アルミニウム膜の形成後に、熱処理を行う半導体装置の作製方法。
【請求項２】
　前記酸化アルミニウム膜は、前記ゲート絶縁層と接する領域と、前記ゲート電極層と接
する領域と、を有する請求項１に記載の半導体装置の作製方法。
【請求項３】
　前記酸化物半導体層を形成直後に前記酸化物半導体層に対して第２の熱処理を行う請求
項１または請求項２に記載の半導体装置の作製方法。
【請求項４】
　前記酸化アルミニウム膜上方の層間絶縁膜を有する請求項１乃至請求項３のいずれか一
に記載の半導体装置の作製方法。
【請求項５】
　前記層間絶縁膜は、酸化窒化シリコンである請求項４に記載の半導体装置の作製方法。
【請求項６】
　前記ゲート電極層を形成後、前記酸化物半導体層にイオンドーピング法またはイオンイ
ンプランテーション法により不純物元素を添加する請求項１乃至請求項５のいずれか一に
記載の半導体装置の作製方法。
【請求項７】
　前記酸化物半導体層を加熱しながら形成する請求項１乃至請求項６のいずれか一に記載
の半導体装置の作製方法。
【請求項８】
　前記下地絶縁膜および前記ゲート絶縁膜の少なくとも一は、化学量論比より酸素の含有
量が過剰な領域が含まれている請求項１乃至請求項７のいずれか一に記載の半導体装置の
作製方法。
【請求項９】
　前記酸化物半導体層上で隣り合う前記ソース電極層と前記ドレイン電極層との間隔幅に
よって形成されるチャネル長は、２μｍ以下である請求項１乃至請求項８のいずれか一に
記載の半導体装置の作製方法。


	header
	written-amendment

